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固
定
資
産
税
／
第
４
期

国
民
健
康
保
険
税
／
第
８
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
８
期

保　
育　
料
／
２
月
分

納　
期　
限
／
２
月
28
日（
木
）

2
月
の
納
税
等

税
の
お
知
ら
せ

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

本
村
で
は
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
い

た
だ
く
た
め
に
、
口
座
振
替
制
度
を
推

奨
し
て
い
ま
す
。
一
度
申
し
込
み
す
る

と
毎
年
自
動
的
に
引
き
落
と
し
さ
れ
る

た
め
、
納
税
の
た
め
に
出
掛
け
る
手
間

が
省
け
る
う
え
、
納
期
限
を
う
っ
か
り

忘
れ
た
時
も
安
心
で
す
。

◎
口
座
振
替
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
．
申
込
み
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
．
本
村
指
定
の
金
融
機
関
に
口
座
振

替
依
頼
書（
村
お
よ
び
金
融
機
関
窓

口
に
備
え
付
け
）を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
預
貯
金
通
帳
、
届
け
出
印
、

納
税
通
知
書
が
必
要
で
す
。

※「
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
様
式
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
→
税
金
」か
ら
も
入
手

で
き
ま
す
。

※
取
扱
金
融
機
関
は
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀

行
、
愛
知
銀
行
、
中
京
銀
行
、
名
古

屋
銀
行
、
百
五
銀
行
、
三
重
銀
行
、

桑
名
信
用
金
庫
、
い
ち
い
信
用
金
庫
、

あ
い
ち
海
部
農
業
協
同
組
合
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
、
郵
便
局
で
す
。

Ｑ
．
引
き
落
と
し
は
い
つ
か
ら
で
す

か
？

Ａ
．
口
座
振
替
依
頼
の
あ
っ
た
月
の
翌
々

月（
２
か
月
後
）の
納
期
分
か
ら
で
す
。

（
例 

２
月
中
に
依
頼
書
を
提
出
し
て

い
た
だ
い
た
場
合
、
４
月
末
納
期
分

か
ら
引
き
落
と
し
に
な
り
ま
す
。）

Ｑ
．
口
座
振
替
で
き
る
税
目
等
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

Ａ
．
個
人
村
県
民
税（
普
通
徴
収
）、
固

定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健

康
保
険
税
、
農
業
集
落
排
水
処
理
施

設
使
用
料
、
堤
塘
占
用
料
、
介
護
保

険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

保
育
料
で
す
。

Ｑ
．
私
一
人
名
義
の
固
定
資
産
税
と
共

有
名
義
の
固
定
資
産
税
を
、
一
枚
の

口
座
振
替
依
頼
書
で
申
し
込
め
ま
す

か
？

Ａ
．
共
有
名
義
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

よ
う
に
年
度
、
納
税
通
知
書
番
号

（
も
し
く
は
、
共
有
者
氏
名
お
よ
び

持
分
）を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
妻
と
共
有
す
る
固
定
資
産
と
父
と

共
有
す
る
固
定
資
産
が
あ
る
場
合
、

口
座
振
替
依
頼
書
は
そ
れ
ぞ
れ
必
要

で
す
か
？

Ａ
．
共
有
の
名
義
ご
と
に
必
要
で
す
。

Ｑ
．
所
有
す
る
複
数
台
分
の
軽
自
動
車

税
を
口
座
振
替
し
た
い
の
で
す
が
、

一
台
ご
と
に
口
座
振
替
依
頼
書
が
必

要
で
す
か
？

Ａ
．
一
枚
の
口
座
振
替
依
頼
書
で
す
べ

て
が
振
替
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
特

定
の
車
両
を
選
ん
で
口
座
振
替
に
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

Ｑ
．
国
民
健
康
保
険
税
を
口
座
振
替
に

し
た
い
の
で
す
が
、
納
税
義
務
者
は

誰
に
な
り
ま
す
か
？

Ａ
．
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。
世

帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
な
く
て
も
、
同
じ
世
帯
の
誰
か
が

加
入
し
て
い
る
と
、
世
帯
主
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

Ｑ
．
口
座
の
名
義
人
が
亡
く
な
っ
て
し

ま
い
、
口
座
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で

し
ょ
う
か
。

Ａ
．
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。
税
務
課
に
て
、
ご
相
談
内
容

に
沿
え
る
よ
う
、
適
切
に
対
応
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

飛島村内犯罪状況（30年1２月）
区分 空き巣 忍込み 居空き 事務所荒らし 出店荒らし
12月 0 ２ 0 0 0
1～12月 9 4 １ 0 4
区分 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 ひったくり 車上ねらい
12月 0 0 0 0 １
1～12月 １ 0 １ 0 ５
区分 部品ねらい 自販機ねらい 万引き その他
12月 0 0 0 0
1～12月 6 ２ ２ １4


